
▶施設基準に関する事項

当院は東北厚生局に以下の届出をしております。

名　　称 受理番号 算定開始年月日

■精神病棟入院基本料（15：１） （精神入院）第449号 令和３年１月１日

■看護配置加算 （看配）第583号 令和３年１月１日

■看護補助加算１（30：１）

　 看護補助体制充実加算：有

■療養環境加算 （療）第112号 令和３年１月１日

■認知症治療病棟入院料１

　 認知症夜間対応加算（認知症治療病棟入院料の注３）：有（南３病棟）

■精神科急性期治療病棟入院料１ （精急１）第12号 平成29年２月１日

■入院時食事療養/生活療養（Ⅰ） （食）第477号 昭和62年10月１日

■精神科身体合併症加算 （精合併加算）第8号 平成20年５月１日

■依存症入院医療管理加算 （依存管理）第２号 平成22年５月１日

■後発医薬品使用体制加算１ （後発使１）第118号 令和４年６月１日

■医療保護入院等診療料 （医療保護）第12号 平成16年９月１日

■ニコチン依存症管理料 （ニコ）第361号 令和２年７月１日

■薬剤管理指導料 （薬）第102号 平成16年７月１日

■こころの連携指導料（Ⅱ） （こ連指Ⅱ）第１号 令和４年４月１日

■精神科作業療法 （精）第10号 平成16年７月１日

■運動器リハビリテーション（Ⅲ） （運Ⅲ）第119号 令和５年２月１日

■脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ） （脳Ⅲ）第142号 令和５年２月１日

■精神科ショート・ケア「小規模なもの」 （ショ小）第６号 平成18年８月１日

■精神科デイ・ケア「小規模なもの」 （デ小）第３号 平成16年７月１日

■精神科デイ・ナイト・ケア （デナ）第３号 平成26年９月１日

■重度認知症患者デイ・ケア料 （認デ）第２号 平成30年３月１日

■CT撮影およびMRI撮影 （C・M）第418号 令和３年１月１日

■クラウン・ブリッジ維持管理料 （補管）第21号 平成８年４月１日

■歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準 （歯初診）第557号 平成30年10月１日

■酸素の購入単価 （酸単）第11056号 令和６年４月１日

■情報通信機器を用いた診療に係る基準 （情報通信）第94号 令和６年６月１日

■医療DX推進体制整備加算 （医療DX）第119号 令和６年６月１日

■外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） （外在ベ）第34号 令和６年６月１日

■歯科・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） （歯外在ベ）第６号 令和６年６月１日

■入院ベースアップ評価料22 （入ベ22）第１号 令和６年６月１日

▶入院時食事療養に関する事項

当院は入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士または栄養士によって管理された食事を適時、適温で提供しております。

（朝食８：00　 昼食12：00　 夕食18：00）

<標準負担額>

　▪一般の方  １食 490円

　▪経過措置対象の方  １食 260円

　▪市町村民税非課税世帯で限額認定を受けた方  １食 230円

　▪市町村民税非課税世帯で限額認定を受けた方で90日超の方  １食 180円

　▪市町村民税非課税者で所得が一定水準に満たない70歳以上の方  １食 110円

令和７年４月１日現在

（看補）第950号

（認治１）第19号

令和６年６月１日

令和３年７月１日



　＊精神科急性期治療病棟入院料１

当病棟では、1日に14人以上の看護職員と4人以上の看護補助者が勤務してい

ます。時間帯ごとの配置は次のとおりです。

  以内   以内

  以内   以内

8 30人 人

南１病棟

日勤帯〔9:00～17:00〕 準夜・深夜帯〔17:00～9:00〕

看護職員1名当たりの受け持ち数 看護職員1名当たりの受け持ち数

看護補助者1名当たりの受け持ち数 看護補助者1名当たりの受け持ち数

30 60人 人

　＊精神病棟入院基本料（15対1）

当病棟では、1日に12人以上の看護職員が勤務しています。

時間帯ごとの配置は次のとおりです。

  以内   以内

人8

南２病棟

日勤帯〔9:00～17:00〕 準夜・深夜帯〔17:00～9:00〕

看護職員1名当たりの受け持ち数 看護職員1名当たりの受け持ち数

人 30



　＊認知症治療病棟入院料１

当病棟では、1日に9人以上の看護職員と8人以上の看護補助者が勤務してい

ます。時間帯ごとの配置は次のとおりです。

  以内   以内

  以内   以内

9 60人 人

南３病棟

日勤帯〔9:00～17:00〕 準夜・深夜帯〔17:00～9:00〕

看護職員1名当たりの受け持ち数 看護職員1名当たりの受け持ち数

看護補助者1名当たりの受け持ち数 看護補助者1名当たりの受け持ち数

10 30人 人

　＊精神病棟入院基本料（15対1）

当病棟では、1日に12人以上の看護職員が勤務しています。

時間帯ごとの配置は次のとおりです。

  以内   以内

8 30人 人

南４病棟

日勤帯〔9:00～17:00〕 準夜・深夜帯〔17:00～9:00〕

看護職員1名当たりの受け持ち数 看護職員1名当たりの受け持ち数



　＊認知症治療病棟入院料１

当病棟では、1日に8人以上の看護職員と6人以上の看護補助者が勤務してい

ます。時間帯ごとの配置は次のとおりです。

  以内   以内

  以内   以内

9 50人 人

中央２病棟

日勤帯〔9:00～17:00〕 準夜・深夜帯〔17:00～9:00〕

看護職員1名当たりの受け持ち数 看護職員1名当たりの受け持ち数

看護補助者1名当たりの受け持ち数 看護補助者1名当たりの受け持ち数

13 50人 人

　＊認知症治療病棟入院料１

当病棟では、1日に8人以上の看護職員と6人以上の看護補助者が勤務してい

ます。時間帯ごとの配置は次のとおりです。

  以内   以内

  以内   以内

9 50人 人

中央３病棟

日勤帯〔9:00～17:00〕 準夜・深夜帯〔17:00～9:00〕

看護職員1名当たりの受け持ち数 看護職員1名当たりの受け持ち数

看護補助者1名当たりの受け持ち数 看護補助者1名当たりの受け持ち数

13 50人 人


